
平
成
27
年
度 

市
税
納
付
の
御
案
内

納期限までに納付をお願いします

納期限 税目 期別

6 月 1 日（月）
固定資産税・都市計画税

軽自動車税

第１期

6 月 30 日（火） 市・県民税 第１期

7 月 31 日（金）
固定資産税・都市計画税

国民健康保険税

第２期

第１期

8 月 31 日（月）
市・県民税

国民健康保険税

第２期

第２期

9 月 30 日（水）
固定資産税・都市計画税

国民健康保険税

第３期

第３期

11 月 2 日（月）
市・県民税

国民健康保険税

第３期

第４期

11 月 30 日（月） 国民健康保険税 第５期

12 月 25 日（金）
固定資産税・都市計画税

国民健康保険税

第４期

第６期

平成 28 年
2 月 1 日（月）

市・県民税

国民健康保険税

第４期

第７期

2 月 29 日（月） 国民健康保険税 第８期

５
月
か
ら
順
次
、

納
税
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
は
次
の
月
の
中
旬

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

○
５
月

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

　

軽
自
動
車
税

○
６
月

　

市
・
県
民
税

○
７
月

　

国
民
健
康
保
険
税

納
期
限
の
確
認
を

　

税
目
ご
と
に
納
期
限
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
の
で
、
納
期
限
を
確
認

し
て
い
た
だ
き
、
納
期
内
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
各
市
税
の
納
期
限
は
右

下
の
別
表
１
の
と
お
り
で
す
。

　

市
税
の
納
付
は
、
次
ペ
ー
ジ
の

別
表
２
に
記
載
し
た
納
付
場
所
で

行
え
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
場
所
で
の
納
付
の

ほ
か
、
ペ
イ
ジ
ー
や
口
座
振
替
で

も
納
付
で
き
ま
す
の
で
、
是
非
、

御
利
用
く
だ
さ
い
。

窓
口
に
並
ば
な
く
て
も

納
付
で
き
る
ペ
イ
ジ
ー　

　

ペ
イ
ジ
ー
と
は
税
金
の
納
付
を

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
、Ａ
Ｔ
Ｍ

（
現
金
自
動
預
け
払
い
機
）か
ら

行
え
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

御
利
用
に
は
、次
ペ
ー
ジ
の
別

表
３
に
記
載
し
た
市
の
指
定
金
融

機
関
で
、申
し
込
み
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
な
お
、Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
納

付
で
は
、そ
の
手
続
き
も
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

ペ
イ
ジ
ー
や
口
座
振
替
が

便
利
で
す

納
め
忘
れ
の
な
い

口
座
振
替

　

口
座
振
替
で
の
納
付
で
は
、
納

期
ご
と
に
出
掛
け
る
手
間
や
納
め

忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

申
し
込
み
は
、
市
内
の
金
融
機

関
、
市
役
所
１
階
の
納
税
課
、
新

里
支
所
、
黒
保
根
支
所
、
境
野
公

民
館
、
広
沢
公
民
館
、
梅
田
公
民

館
、
相
生
公
民
館
、
川
内
公
民
館
、

菱
公
民
館
で
行
え
ま
す
。

　

申
し
込
み
の
際
に
は
預
貯
金
通

帳
と
口
座
届
出
印
を
御
持
参
く
だ

さ
い
。

○
取
扱
税
目

市
・
県
民
税
（
普
通
徴
収
）、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自

動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
（
普

通
徴
収
）

市
税
を
滞
納
す
る
と

　

市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ

れ
な
い
場
合
、
財
産
の
差
し
押
さ

え
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

別表１：市税の納期限
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◎桐生市
納税課（市役所１階）、新里支所 、黒保根支所、境野公民館、
広沢公民館、梅田公民館、相生公民館、川内公民館、菱公
民館

◎金融機関　
足利銀行、桐生信用金庫、群馬銀行、東和銀行、みずほ銀行、
三井住友銀行、横浜銀行、新田みどり農業協同組合、しの
のめ信用金庫、ぐんまみらい信用組合、  中央労働金庫、ゆ
うちょ銀行

◎コンビニエンスストア　
セーブオン、セブン - イレブン、デイリーヤマザキ、ファ
ミリーマート、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、
ローソンなどで、ＭＭＫ（マルチメディア対応の情報端末）
が設置してある店舗

　

差
し
押
さ
え
に
至
ら
な
く
て
も
、

納
期
限
の
翌
日
か
ら
延
滞
金
の
計

算
が
始
ま
り
ま
す
。

滞
納
す
る
前
に
相
談
を

　

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
て

納
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
定
期
間

内
で
分
割
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
ま

で
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
早
急
に

御
相
談
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
納
税
課
納
税

係
（
☎
内
線
２
３
７
～
２
４
０
）

へ
。

金融機関 パソコン 携帯電話 ＡＴＭ（ペイ
ジー対応型）

足利銀行 ○ ○ ○

桐生信用金庫 ○ ○

群馬銀行 ○ ○ ○

東和銀行 ○ ○ ○

みずほ銀行 ○ ○ ○

三井住友銀行 ○ ○ ○

横浜銀行 ○ ○ ○

しののめ信用金庫 ○ ○

中央労働金庫 ○ ○

ゆうちょ銀行 ○ ○ ○

新田みどり農業協同組合 ○

ぐんまみらい信用組合 ○

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
の
確
認
を

　

納
税
通
知
書
を
５
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す
。
納
税
通
知
書
が
届
き

ま
し
た
ら
、
納
税
通
知
書
や
課
税

明
細
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
有

者
、
土
地
・
家
屋
の
利
用
状
況
な

ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

な
ど
は
手
続
き
を

　

記
載
内
容
の
変
更
や
家
屋
の
取

り
壊
し
な
ど
を
し
た
場
合
は
、
市

役
所
１
階
の
税
務
課
土
地
係
・
家

屋
係
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
土
地

係
・
家
屋
係　
（
☎
内
線
２
３
０

～
２
３
３
）
へ
。

帳
と
口
座
届
出
印
を
御
持
参
く
だ

さ
い
。

○
取
扱
税
目

市
・
県
民
税
（
普
通
徴
収
）、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自

動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
（
普

通
徴
収
）

市
税
を
滞
納
す
る
と

　

市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ

れ
な
い
場
合
、
財
産
の
差
し
押
さ

え
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　平成26年分（平成27年度課税）の所得・課
税証明を６月15日（月）から発行します。
　ただし、市・県民税の全てを給与から天引き

（特別徴収）により納めている人は５月 15 日
（金）から発行します。
手数料＝350円（１通）
申請＝次の申請場所へ身分証明書を持参して、
申請してください。
　同一世帯の親族以外の人が代理で申請する場
合は、必ず委任状を持参してください。
　申請書や委任状は、申請場所のほか、市ホー
ムページに有ります。

市役所1階の税証明交付コーナーなどで
発行

申請場所＝市役所１階の税証明交付コーナー、
新里支所、黒保根支所、境野公民館、広沢公民
館、梅田公民館、相生公民館、川内公民館、菱
公民館
　問い合わせは、税務課市民税係（☎内線226
～228）へ。

　５月は26年度課税分の市税滞納者に対する
催告や差し押えの強化を図ります。納付を済ま
せていない人は、早急に納付してください。
　問い合わせは、納税課納税係（☎内線237～
240）へ。

所得・課税証明を発行
します

５月は滞納整理強化月間です
別表２：市税の納付場所

別表３：取扱金融機関

６月 15 日（月）から

5 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111



車種区分

税率（年額）
現行 新税率 重課税率

３月 31 日
までの登
録車

４月１日以降
の登録車（新
車、標準税率）

登録後 13 年
超の車両

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円
四輪
乗用

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

四輪
貨物

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

車種区分 軽課税率
三輪 3,000 円 2,000 円 1,000 円
四輪
乗用

営業用 5,200 円 3,500 円 1,800 円
自家用 8,100 円 5,400 円 2,700 円

四輪
貨物

営業用 2,900 円 1,900 円 1,000 円
自家用 3,800 円 2,500 円 1,300 円

燃費環境基準
（軽四輪乗用
の場合）

平 成 32 年
度 燃 費 基
準達成車

平成 32 年度燃
費基準 +20％
達成車

電気自動車
など

平成 28 年度のみ環境性能に応じて軽自動車税が下表
のとおり軽減されます。

4 月 1 日以降の登録車（新車）

　

幼
稚
園
・
保
育
園
・
認
定
こ
ど

も
園
の
利
用
者
あ
て
に
発
送
す
る

封
筒
の
有
料
広
告
を
募
集
し
ま
す
。

使
用
期
間
＝
８
月
か
ら
約
１
年
間

広
告
掲
載
封
筒
＝
長
３
号
・
窓
あ

き
封
筒

広
告
掲
載
規
格
＝
１
枠
縦
４
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
９
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
黒
一
色
で
封
筒
裏
面
に
掲

載募
集
枠
数
＝
４
枠

掲
載
料
＝
１
枠
３
万
７
１
６
０
円

作
成
予
定
枚
数
＝
１
万
枚

掲
載
条
件
＝
市
税
な
ど
を
滞
納
し

て
い
な
い
こ
と

申
し
込
み
＝
５
月
15
日
（
金
）
ま

で
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
桐
生

市
公
用
封
筒
広
告
掲
載
申
込
書
を

直
接
、
市
役
所
１
階
の
子
育
て
支

援
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
用
紙
は
、
子
育
て
支
援
課

の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
有

り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
子
育
て
支
援

課
保
育
係
（
☎
内
線
２
７
６
）
へ
。

幼稚園・保育園
認定こども園

利用者あて封筒
の有料広告募集

５月 15 日（金）まで

軽
自
動
車
税
に
関
す
る

お
知
ら
せ

　

軽
自
動
車
の
税
率
の
変
更
と
減
免

に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
諸
税
係

（
☎
内
線
２
２
４
）
へ
。

原
動
機
付
自
転
車
な
ど
の
税
率
引

き
上
げ
は
平
成
28
年
度
分
か
ら

　

原
動
機
付
自
転
車
、
二
輪
の
軽

自
動
車
と
小
型
自
動
車
、
小
型
特

殊
自
動
車
な
ど
の
税
率
（
年
額
）

の
引
き
上
げ
が
１
年
延
期
さ
れ
、

平
成
28
年
度
課
税
分
か
ら
左
表
の

と
お
り
適
用
さ
れ
ま
す
。

四
輪
な
ど
の
軽
自
動
車
の
税
率
に

軽
課
税
率
を
導
入
し
ま
す

　

四
輪
な
ど
の
軽
自
動
車
の
税
率

軽
自
動
車
税
の
税
率
が
変
更
に

車種区分
税率（年額）

平成 27
年度分

平成 28
年度以降

原
動
機
付
自
転
車

排気量
50㏄以下 1,000 円 2,000 円

50 ㏄ 超 90
㏄以下 1,200 円 2,000 円

90㏄超 125
㏄以下 1,600 円 2,400 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円

二輪の軽自動車
（125㏄超 250㏄以
下）

2,400 円 3,600 円

二輪の小型自動車
（250㏄超） 4,000 円 6,000 円

小型特
殊自動
車

農耕作業用 1,600 円 2,400 円

その他 4,700 円 5,900 円

専ら雪上を走行す
るもの 2,400 円 3,600 円

（
年
額
）
が
右
下
の
表
の
と
お
り

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
月
１
日
以
降
の
新
規
登
録
車

は
、
環
境
性
能
に
応
じ
て
、
平
成

28
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
登
録
後
13
年

を
経
過
し
た
車
両
に
つ
い
て
は
、

平
成
28
年
度
課
税
分
（
平
成
28
年

度
課
税
分
に
つ
い
て
は
平
成
14
年

以
前
に
登
録
さ
れ
た
車
両
）
か
ら

重
課
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

障
害
の
あ
る
人
は
５
月
25
日（
月
）

ま
で
に
減
免
申
請
を

　

身
体
な
ど
に
障
害
の
あ
る
人
が

所
有
す
る
軽
自
動
車
な
ど
の
税
は
、

障
害
の
程
度
に
よ
り
減
免
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
５
月
25

日
（
月
）
ま
で
に
、
市
役
所
１
階

の
税
務
課
又
は
新
里
・
黒
保
根
支

所
市
民
生
活
課
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

申
請
の
際
に
は
、
車
検
証
、
印
、

障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許
証
、
納

税
通
知
書
（
５
月
中
旬
郵
送
予

定
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

自動車税（県税）
納付をお忘れなく

　自動車税は、６月１
日（月）まで、市役所
１階の納税課、新里支
所、黒保根支所、境野
公民館、広沢公民館、
梅田公民館、相生公民
館、川内公民館、菱公
民館で納付することが
できます。
問い合わせ＝桐生行政
県税事務所（☎ 53 ‐
2113）、群馬県自動車
税事務所（☎ 027 ‐
263 ‐ 4343）
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